
岩手県告示第738号 

 鳥獣保護区の区域の変更（平成11年岩手県告示第890号）で告示した早池峰山鳥獣保護区の区域の表示を次のとおり変更した。 

  平成20年10月31日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

 変更後の早池峰山鳥獣保護区の区域の表示 早池峰山国有林三陸北部森林管理署184から190までの各林班、千刈畑国有林岩手南

部森林管理署遠野支署91林班ヘ小班、薬師国有林岩手南部森林管理署遠野支署92林班り、ぬ、ハの各小班、93林班い、ろの各小班、

94林班は、に、ほ、イの各小班、95林班ほ、への各小班、98林班、126林班、一本椈国有林岩手南部森林管理署遠野支署97林班へ、

と１、イの各小班、門馬山国有林三陸北部森林管理署323から328まで、337の各林班、420林班い１、い２、い３、ろ、に、ほ１、

ほ２、へ、イ１、イ２、ロ１、ロ３、ハ、ニの各小班、岳山国有林岩手南部森林管理署遠野支署760から764林班、鶏頭山国有林岩

手南部森林管理署遠野支署767から771までの各林班、南平津戸山国有林三陸北部森林管理署420林班は、ロ２の各小班及び民有林71、

72林班の区域 
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